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休日診療のご案内をしています　�0424－38－1100

〜
乳
歯
を
守
ろ
う
〜

　

市
で
は
歯
科
相
談
室
を
開
設

し
、
定
期
的
な
歯
の
健
診
、
相
談
、

む
し
歯
の
予
防
処
置
を
行
っ
て
い

ま
す
。

▽
と
こ
ろ　

母
子
保
健
セ
ン
タ
ー

・
保
谷
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

※
住
所
別
地
区
分
け
あ
り

▽
対
象　

１
歳
６
か
月
児
（
１
歳

６
か
月
児
歯
科
健
診
終
了
者
）
〜

３
歳
未
満
ま
で
の
幼
児

▽
内
容　

定
期
的
に
歯
科
健
診
、

相
談
、
予
防
処
置
（
必
要
に
応
じ

て
）
を
行
い
ま
す
。

▽
申
込　

往
復
は
が
き
に
保
護
者

の
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
お

子
さ
ん
の
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・
生

年
月
日
・
最
後
に
受
け
た
歯
科
健

診
の
時
期
を
記
入
の
う
え
、「
歯
科

相
談
担
当
」
へ
。

※ 
日
時
が
決
ま
り
次
第
、
個
別
に

通
知
し
ま
す
。

◆
健
康
推
進
課
（
�保
 
�
内
線　

）
2363

健健

康康

医 療 機 関（ 所 在 地・電 話 番 号 ）
ニイヤマ歯科
（田無町６～６～３１               �６５－８６６６）

３日
田中歯科医院　（保谷町３～１０～１２　サ
ンユーハイツ２階 ���� �６３－５６５１）
本町歯科　（田無町２～９～６　野崎
ビル２０１号 ������� �６２－４６１８）

１０日
泉台歯科医院　
（泉町６～１～３ ��� �２１－４９８０）

受付時間…午前１０時～午後４時

　 医 療 機 関（ 所 在 地・電 話 番 号 ）   
西東京中央総合病院
（芝久保町２～４～１９ � �６４－１５１１）

３日
坂上医院
（南町３～１７～８ ��� �６７－４１１０）
田無病院
（緑町３～６～１ ��� �６１－２６８２）

１０日
石田クリニック
（谷戸町１～２３～１３ �� �２１－９９０５）

診療時間◆病院…午前９時～午後１０時
　　　　◆医院…午前９時～午後５時

７７月月前前半半のの�������� 申
込
・
問
合
せ
…
健
康
推
進
課

（�
　

・
１
３
１
１ 
〒　

―　

６４

２０２

８５５５

西
東
京
市
役
所
保
谷
庁
舎
）

７
月
後
半
の
健
康
相
談
・
栄
養
相
談
 

（（��
内
線
内
線　

〜〜　

））

23652365

23672367

納め方は老齢（退職）年金の額によって２種類に分かれます。
また、第１号被保険者としての保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月分から納めます。

平成17年
度（年額）

保険料月額の
算　　出　　法　　対　　　象　　　者　段階　

１９,６００円１,６４１円
（基準額×０.５）

生活保護の受給者および老齢福祉年金の受
給者であって世帯全員が住民税非課税の人第１段階

２９,５００円２,４６１円
（基準額×０.７５）世帯全員が住民税非課税の人第２段階

３９,３００円３,２８１円
（基準額）

世帯の誰かに住民税が課税されているが、
本人は住民税非課税の人第３段階

４９,２００円４,１０１円
（基準額×１.２５）

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が
２００万円未満の人第４段階

５９,０００円４,９２２円
（基準額×１.５）

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が
２００万円以上の人第５段階

※保険料の年額に１００円未満の端数があるときは、切り捨てます。
※保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて３年ごとに設定されます。
※平成17年度は、第２期介護保険事業計画の3 年目です。

同じ世帯に住民
税を納めている
人がいる

生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る

住
民
税
を
納
め
て
い
る

前年の合計所得
金額が200万円
以上

老齢福祉年金を
受給している

はい

いいえ

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

はい

いいえ

 介護が必要になったときに、安心して介護サービスを利用できるように、保険料を期限内に必ず納付して
ください。納入通知書の発送は、7 月上旬を予定しています。 ��� ◆介護保険課（○保 �内線２３２２・２３３９）
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北
多
摩
北
部
保
健
医
療
圏
（
西
東
京
市
・
小
平
市
・
東
村
山
市
・
清

瀬
市
・
東
久
留
米
市
）
の
健
康
推
進
課
、
保
育
園
、
学
校
の
栄
養
士
と

多
摩
小
平
保
健
所
で
つ
く
る
「
食
を
通
し
た
地
域
の
健
康
づ
く
り
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
会
議
」
で
は
、
食
か
ら
の
健
康
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

同
会
議
で
は
、
市
民
の
食
生
活
を
よ
り
一
層
充
実
さ
せ
る
た
め
に
、

「
野
菜
を
た
っ
ぷ
り
食
べ
よ
う
」
と
い
う
圏
域
栄
養
ナ
ビ
（
目
標
）
を

設
定
し
ま
し
た
。
今
後
、
健
康
づ
く
り
の
つ
ど
い
や
健
康
教
室
、
保
育

園
・
小
学
校
給
食
等
で
Ｐ
Ｒ
し
て
い
き
ま
す
。

◎
野
菜
は
１
日　
�
以
上
を
目
標
に
と
り
ま
し
ょ
う
（
子
ど
も
は
大
人

３５０

の
３
分
の
２
以
上
）

▽
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
別
取
組
目
標

乳
児
期
…
野
菜
の
味
を
体
験
す
る

幼
児
期
…
野
菜
に
興
味
を
持
つ

学
童
期
…
野
菜
の
働
き
を
知
る

思
春
期
…
野
菜
の
栄
養
と
必
要
量
を

知
り
、
選
ん
で
食
べ
る

青
年
期
・
壮
年
期
…
野
菜
料
理
を
作

り
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
食
べ
る

高
齢
期
…
適
量
を
楽
し
ん
で
食
べ
る

◆
健
康
推
進
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２３６６

７７月月前前半半のの������������

む
し
歯
予
防
の
た
め
の

む
し
歯
予
防
の
た
め
の

歯

科

相

談

歯

科

相

談

　

市
内
在
住
の
方
対
象
で
す
。

■
健
康
よ
ろ
ず
相
談

▽
と
き
・
と
こ
ろ　
　

日
（
金
）

１５

午
後
１
時　

分
〜
３
時
・
田
無
庁

３０

舎
２
階
市
民
相
談
室
前
／　

日
２２

（
金
）
午
後
１
時　

分
〜
３
時
・

３０

保
谷
庁
舎
１
階　

受
付
…
ロ
ビ

ー
、
相
談
…
和
室

▽
内
容　

医
師
に
よ
る
相
談
・
保

健
師
に
よ
る
血
圧
測
定
、
健
康
相

談　

※
当
日
直
接
会
場
へ

■
栄
養
相
談

▽
と
き
・
と
こ
ろ　
　

日
（
月
）

２５

午
後
１
時　

分
〜
３
時　

分
・
保

３０

３０

谷
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー　

▽
内
容　

管
理
栄
養
士
に
よ
る
相
談

▽
定
員　

５
人
（
申
込
順
・　

日
２２

（
金
）
ま
で
に
電
話
予
約
）

６５歳以上の人（第１号被保険者）の　 �������������� 
 ��������������� 　保険料についてお知らせします
平成１7年度の６５歳以上の人（第１号被保険者）の介護保険料納入通知書を発送します

介
護
保
険

特
別
徴
収

老齢（退職）年金が

年額１８万円以上の人

（月額１万５,０００円以上の人）
※平成18年度（来年度）の仮徴収額は、今回お送りする
納入通知書右下に表示されています。

４、６、８月は前年度
２月分の保険料額を
年金から差し引いて
納めます。

仮 徴 収
１０、１２、２月は平成１７年度の年間保険
料から４、６、８月の保険料を除き、
１０、１２、２月に振り分けた金額を年金
から差し引いて納めます。

本 徴 収シールメール（３つ
折りで圧着してあ
り、定型封筒の大き
さのもの）で納入通
知書を送ります。

年
６
回
、
年
金
か
ら

あ
ら
か
じ
め
差
し
引

い
て
納
め
ま
す

老齢（退職）年金が年額１８万円以上の人でも、次の場合は普通徴
収で保険料を納めます。徴収の方法は、翌年度１０月分から特別徴
収に切り替わります。

●年度の途中で６５歳（第１号被保険者）となったとき
●年度の途中で他の市区町村から転入したとき
●年度の途中で所得段階の区分が変更になったとき
●年度の初め（４月１日）の時点で年金を受けていなかったとき

普
通
徴
収

老齢（退職）年金が

年額１８万円未満の人

※老齢（退職）年金を受給してい
ない人 または老齢福祉年金・遺
族年金・障害年金を受給してい
る人も含みます

納付書で納める人に
は、納付書付きの納
入通知書を封筒に入
れてお送りします。
口座振替で納める人
は、シールメールに
て納入通知書をお送
りします。

市
か
ら
送
付
さ
れ
る

納
付
書
や
口
座
振
替

で
納
め
ま
す

　 ～ 西 東 京 市 休 日 診 療 所 ～　
上記のすべての休日に診療を行っています。
診療時間…午前１０時～正午、午後１時～４
時、５時～９時
場所…西東京市中町分庁舎
　（中町１～１～５  � ２４－３３３１）

★介護保険料の納め方

★介護保険料の決まり方

　介護保険料の納付書、預・貯金通帳、通帳の届出印を持って、市指定の金融
機関・郵便局でお申し込みください。
※市指定の金融機関・郵便局については納付書の裏面に記載しています。

★普通徴収の人には口座振替が便利です


